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Ver04 

平成２９年４月から始まりました 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【相談・問い合わせ先】 

相談先 住所 電話・ＦＡＸ 

長寿福祉課 

甲賀市水口町水口 6053 番地 

電話：0748-69-2165 

ＦＡＸ：0748-63-4085 

すこやか支援課 電話：0748-69-2167 

ＦＡＸ：0748-63-4085 

水口地域包括支援センター 甲賀市水口町水口 5607 番地 電話：0748-65-1170 

土山地域包括支援センター 甲賀市土山町北土山 1715 番地 電話：0748-66-1610 

甲賀地域包括支援センター 甲賀市甲賀町大久保 507 番地 2 電話：0748-88-8136 

甲南地域包括支援センター 甲賀市甲南町野田 810 番地 電話：0748-86-8034 

信楽地域包括支援センター 甲賀市信楽町長野 473 番地 電話：0748-82-3180 
 
 

甲賀市長寿福祉課・すこやか支援課・地域包括支援センター 
 

～平成３０年８月発行～ 
 
 

甲賀市介護予防・日常生活支援総合事業 
（略称：総合事業） 

ご案内 
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総合事業の目的 
介護保険法の改正により、すべての市町村は平成２９年４月までに「介護予防・日常生活支

援総合事業」（以下「総合事業」という。）を実施することとなり、甲賀市では平成２９年４月から
総合事業を開始しました。 

総合事業は、市町村が中心となり地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多
様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対
する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的としています。 

団塊の世代が７５歳以上となる 2025 年（平成 37 年）を目途に高齢者が住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、「地域包括ケアシステム」の構築
に向けた取組の一環として、総合事業を実施しています。 
 
 平成２９年３月までのサービス         平成２９年４月からのサービス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総合事業の構成 
総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の２つから構成さ

れています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
※事業対象者とは・・・・介護保険の要支援の認定を受けなくても、『基本チェックリスト』を使っ
た判定を受けることで総合事業サービスを利用することができる人のことです。 

発行月現在の情報を掲載していますので、ご留意ください。 

事業所の増減等により適宜情報を更新する場合があります。 

介護予防・生活支援サービス事業
【対象者】要支援１・２、事業対象者※ 

◎訪問型サービス（現行相当） 
◎訪問型サービスＡ 
◎通所型サービス（現行相当） 
◎通所型サービスＡ 
◎通所型サービスＣ 

（Ｐ６～）

◎いきいき 100 歳体操、各種サークル支援 
◎ボランティアポイント制度 
◎介護予防・フレイル予防教室 
◎地域リハビリテーション活動 
◎キャラバンメイトと認知症サポーター養成 
◎介護予防普及啓発   （Ｐ１１～） 

一般介護予防事業 
【対象者】６５歳以上の全ての方 
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サービスの利用方法 

まずは市の担当窓口や地域包括支援センターに相談してください 

 ～基本チェックリストを受けるめやす～ 

○要介護まではいかないが身体能力に衰えが出始めた方で、訪問型サービスや通所型サービスのみ

を使いたい方 

 

～要介護（要支援）認定申請をするめやす～ 

○要介護まではいかないが身体能力に衰えが出始めた方で、訪問型サービスや通所型サービス以外

にも介護保険サービス（福祉用具・訪問看護など）を併用して利用したい方。 

○介護保険サービス（福祉用具・訪問看護など）のみ利用したい方。 

○明らかに要介護状態にある方。 

○第２号被保険者（４０～６４歳）の認定を受けられる状態にある方。 

 

 ※ご利用者の希望や心身の状態などを聞かせていただき、基本チェックリストを受けるのが良いか、

要介護（支援）認定申請をするのが良いかを相談させていただきます。 

要介護（要支援）認定 基本チェックリスト 

要介護認定

非該当 

要支援 

１～２ 
要介護 

１～５ 
該当 

チェックリスト 

非該当 

介護予防ケア

プラン作成 

ケアプラン

作成 

事業対象者 

介護予防ケア

プラン作成 

介護給付 

サービス 

介護予防給付 

サービス 

介護予防・生活支援 

サービス事業 

一般介護予防事業などのその他のサービス 

介護予防・生活支

援サービス事業 
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運動、栄養、口腔などの生活状況について、３１項目からなる質問票のことです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈基本チェックリストとは？〉 

〈基本チェックリスト〉 
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〈基本チェックリスト〉による手続きについて 
 

手続きが簡単です。 
基本チェックリストを実施して、基準に該当し、届出をした『事業対象者』の方は要介護（要支
援）認定を受ける必要がないため、更新の手続きが不要です。 

○事業対象者は認定期限がありません。 
要介護（要支援）認定を受けた人は、一定の期間がくると主治医による意見書作成や認定
調査員の調査を受け、審査会で審査・判定する認定手続きを受ける必要があります。 
一方、基本チェックリストを実施して事業対象者となった方には認定期限がないため、手続
きが簡単です。 

 
 
 
 

利用できないサービスがあります。 
要介護（要支援）認定を受けた方が使うサービスと比べると、利用できないサービスがあり
ます。 
○利用できないサービスの例 

訪問入浴・・・・看護や介護の職員が居室内に浴槽を運び込み入浴を提供するサービス 
訪問看護・・・・主治医の指示により看護師などが訪問し自宅療養中の人に提供する看護 
短期入所・・・・家庭での介護が一時的に困難となった時、短期間入所して受ける介護 
福祉用具・・・・杖や歩行器などのレンタル、ポータブルトイレや入浴用具などの購入 
住宅改修・・・・安全に在宅生活を送るための手すりなどの取付等          ほか 

 
 
 

必要な時は、 
要介護（要支援）認定の申請ができます。 

事業対象者となった後や、総合事業のサービスを利用し始めた後も、必要な時は、 
要介護（要支援）認定の申請ができます。 

 
○要介護（要支援）認定を申請する場合 
体の状態が悪化したなどの場合には、すぐに地域包括支援センターや担当ケアマネジャー
と相談し、いつでも要介護（要支援）認定の申請ができます。 
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介護予防・生活支援サービス事業 
 
 要支援１または要支援２の認定を受けた人や、基本チェックリストにより生活機能の低下が
みられた人（事業対象者）が利用できるサービスです。 

従来の予防給付サービスと同等の『現行相当サービス』と『緩和した基準によるサービス』
があります。 

サービス内容や利用回数は介護予防ケアマネジメントにより決定します。サービス利用
開始前に地域包括支援センター（または担当ケアマネジャー）にご相談ください。 

 
 

甲賀市の『現行相当サービス』は 
①訪問型サービス（現行相当）  ・・・・Ｐ７ 
②通所型サービス（現行相当）  ・・・・Ｐ９ 
 
このサービスは平成２８年度まで予防給付サービスで提供されていた介護予防訪問介護・

介護予防通所介護サービスと同等のサービスです。 
 
 

甲賀市の『緩和した基準によるサービス』は 
①訪問型サービスＡ  ・・・・Ｐ ８ 
②通所型サービスＡ  ・・・・Ｐ ９ 
③通所型サービスＣ  ・・・・Ｐ１０ 
 

 このサービスは、平成２８年度までの予防給付サービスで提供していた介護予防訪問介護・
介護予防通所介護のサービスを提供するうえで事業所に定められている従業員の配置や設
備等の基準が緩和されているサービスです。例えば、訪問型サービスＡは訪問介護員（ホー
ムヘルパー）の資格を持っていないが市が行った研修（担い手養成研修）を修了している者で
も提供することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 高齢者自身が、自分の健康増進や介護予防についての意識を持ち、自ら健康の維持･増進
に向けた取組みを行えるよう支援します。高齢者の自立支援に資するよう、心身機能の改善
のほか、地域の中で役割を持って生活できるようアプローチし、介護予防・生活支援サービス
事業を含め、目標達成に取り組めるようケアプランを作成します。 
 
 

介護予防ケアマネジメントとは 



- 7 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訪問型サービス 

①訪問型サービス（現行相当） 
  
  訪問介護員（ホームヘルパー）が訪問し、生活援助・身体介護を行います。 

 
身体介護 利用者のための食事や入浴・更衣の介助を行います。 
 
生活援助 掃除、洗濯、食事の準備や調理、買い物の代行等を行います。※ 
 
※ 同居家族がいる場合は、原則生活援助サービスを受けることはできませんが家族の状況等に 

より利用できる場合がありますのでご相談ください。 
※ 家族のための家事や、日常の範囲を超える家事は対象となりません。 

 

 
●利用できる人→既にサービスを利用していて利用の継続が必要と介護予防ケアマネジメントで認めら

れる人 
介護予防ケアマネジメントにより訪問介護員による専門的なサービス（身体介護）が
必要と認められる人 

             （例）退院直後で状態が悪化しやすく、自立支援に向けた専門的サービスが特に必
要な人 

                認知症、難病等の進行性疾患により日常生活に特に支障があり、身体介護が
必要な人 

 
※上記のような状態ではないが、平成３０年３月までに訪問介護を利用している人で継続が必要な人 
は、平成３１年３月３１日までは利用を継続することができます。 

 
●利用回数等  

週１～３回 
 地域包括支援センター等の担当ケアマネジャーが作成するケアプラン 
により決まります。 

 
 

１か月あたりの自己負担の目安 

利用回数 負担割合１割の人 対象者 

週１回利用 １，２１７円／月 要支援１．２ 
事業対象者 週２回利用 ２，４３３円／月 

週３回利用 ３，８６０円／月 要支援２ 
 
※事業所の人員体制等により別に費用が加算または減算されるため、サービスを提供する事業者によ
り利用料が異なる場合があります。                                            
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担い手養成研修とは 
 
 市が実施する研修で、総合事業の従業者として従事していただくための知識習得を目的として実施
します。 この研修に修了することで、総合事業の訪問型サービスＡの介護職員として従事していただ
くことができます。 
                                         平成２９年度実施担い手養成研修 
 平成３０年度は年３回実施予定です。 
 
 
 
 
 
 
 
 

②訪問型サービスＡ 
 
  訪問介護員（ホームヘルパー）や市が行う研修（担い手養成研修）を修了した者が訪
問し、生活援助を行います。 
 

生活援助 利用者のための掃除、洗濯、食事の準備や調理、買い物の代行等を利用者の
自立を促しながら行います。※ 

 
  ※ 同居家族がいる場合は、原則生活援助サービスを受けることはできませんが家族の状 

況等により利用できる場合がありますのでご相談ください。 
  ※ 家族のための家事や日常の範囲を超える家事は対象となりません。 

 
 

●利用できる人→『①訪問型サービス（現行相当）』に該当しない人で、サービスが必要と介護予
防ケアマネジメントにより認められる人 

（例）新規で要介護認定申請をし要支援認定を受けられた人 
                 基本チェックリストで事業対象者と判定された人 
                  要支援認定があり、訪問型サービスを新たに利用する人 
 
●利用回数等  

週１～２回、１回３０分未満または３０分以上１時間以内 
 地域包括支援センター等の担当ケアマネジャーが作成するケアプラン 
により決まります。 

 
 

１回あたりの自己負担の目安 
利用時間 負担割合１割の方 対象者 
３０分未満 １７２円／回 要支援１．２ 

事業対象者 ３０分以上１時間以内 ２５９円／回 
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通所型サービス 

①通所型サービス（現行相当） 
通所介護施設（デイサービスセンター）で、生活機能の維持向上のための体操やレクリエー
ションなどを日帰りで受けられます。 

 

●利用できる人→既にサービスを利用していて利用の継続が必要と介護予防ケアマネジメント
で認められる人 

           介護予防ケアマネジメントにより専門的なサービスが必要と認められる人 
（例）退院直後で状態が悪化しやすく、自立支援に向けた専門的サービ

スが特に必要な人 
認知症、難病等の進行性疾患があり、日常生活専門性が高い支
援が必要と認められる人 

 
●利用回数等 
 週１～２回 
 地域包括支援センター等の担当ケアマネジャーが作成するケアプラン 
により決まります。 

 

１か月あたりの自己負担の目安 
 負担割合１割の人 対象者 

週１回利用 １，６９２円／月 要支援１、事業対象者 

週２回利用 ３，４６９円／月 要支援２ 

※食事・日常生活費（おむつ代など）は別途負担となります。 

②通所型サービスＡ 
通所介護施設（デイサービスセンター）で、生活機能の維持向上のための体操やレクリエー
ションなど半日のサービス（ミニデイサービス）を受けられます。 

 

●利用できる人→『①通所型サービス（現行相当）』に該当しない人で、サービスが必要と介護予
防ケアマネジメントにより認められる人 

（例）新規で要介護認定申請をし、要支援認定を受けられた人 
基本チェックリストで事業対象者と判定された人 
要支援認定があり、通所型サービスを新たに利用する人 

 
●利用回数等 
 週１～２回、半日（２～３時間） 
 地域包括支援センター等の担当ケアマネジャーが作成するケアプラン 
により決まります。 

 

１か月あたりの自己負担の目安 
 負担割合１割の人 対象者 

週１回程度利用 １，３５４円／月 要支援１．２、事業対象者 
週２回程度利用 ２，７７５円／月 要支援２ 

※食事・日常生活費（おむつ代など）は別途負担となります。 
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③通所型サービスＣ（短期集中型） 
保健または医療の専門職により提供される、主にリハビリテーションを行う短期集中予防サ

ービスで、運動器の機能向上を目的とした３カ月集中プログラムが受けられます。 
 

●利用できる人→介護予防ケアマネジメントによりサービスが必要と認められた人 
３カ月の短期集中利用により、機能回復が見込める人 

（例）要支援認定があり、通所型サービスを新たに利用する人 
基本チェックリストで事業対象者と判定された人 
新規で要介護認定申請をし、要支援認定を受けられた人 

 
●利用回数等 
 週１回、３か月の期間（１回限り） 
  
 
 

１か月あたりの自己負担の目安 
 自己負担 対象者 

週１回 １，４７０円／月 要支援１．２、事業対象者 
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一般介護予防事業 あなたの健康づくり・介護予防を応援します。 

＊一般介護予防とは、高齢者がいつまでも自立して生活できるよう取り組む活動のことです。 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
認知症サポーター養成講座の様子 
 

 
平成 29 年度では 45 団体に養成講 
座を実施し、1,351 名の方がサポ 
ーターになってくださいました。 

仲間と一緒に 健康づくり 

① 地域の通いの場 
いきいき１００歳体操 
 

②介護予防に取り組んでいる地域の団体への支
援 

約 40 分の体操です。ゆっくりした体操で
すが、転倒予防に効果があります。 

いきいき 100 歳体操の様子 

生きがいを持って 笑顔で楽しく 健康づくり 

①ボランティアポイント制度【募集中！】 
６５歳以上で条件を満たす方を対象に、ボランティア活動を支援していま

す。ボランティア内容は、施設での掃除や話し相手、配膳下膳、畑作業など
です。活動によってポイントがつき、集めたポイントで地域の特産品に交換が
できます。 

 

②健康教室（介護予防・フレイル予防教室） 
いつまでも元気でその人らしくいきいきと暮らしていけるために健康や予防

についての教室を開催します。  
  

③地域リハビリテーション活動 
こどもから高齢者まで、リハビリテーションを通じて健康づくりを実施しま

す。保健師、理学療法士、作業療法士、栄養士、歯科衛生士など専門職によ
るアドバイスを個別または集団で受け、生活の中に生かしていけるよう支援
します。 

地域で安心して いきいきと暮らし続けるために 

① 認知症キャラバン・メイトと認知症サポーターの養成 

認知症があってもその人らしく生活ができる地域づくりを 
目指し、社会福祉協議会と協働で「キャラバン・メイトと 
認知症サポーター」を養成します。 
 
② 介護予防の普及・啓発 
介護予防の大切さについてパンフレットの作成や様々な健康
教育を通じて啓発しています。 

＊ フレイル（虚
弱 ） と は 、加齢
による心身の脆
弱性が出現した
状態のこと 
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総合事業の訪問型サービス・通所型サービスの事業所一覧 
 
※サービス種類ごとに地域別、事業所番号順に並んでいます。年度途中に事業所が増減す
ることがあります。情報は随時更新します。 

訪問型サービス 
〈 訪問型サービス（現行相当） 〉 

事業所番号 ｺｰﾄﾞ 事業所名 事業所住所 事業所電話 

2571400064 Ａ２ 
甲賀市社協 ヘルパーステーショ

ンみなくち 
水口町水口 5609 地 0748-63-7665 

2571400676 Ａ２ 
ＪＡゆうハート 水口ヘルパース

テーション 
水口町新城 520 0748-65-5650 

2571400791 Ａ２ 訪問介護事業所花こころ 水口町北泉二丁目 71 番地 0748-63-0812 

2571400866 Ａ２ あいむ水口 訪問介護 水口町北泉一丁目 138 番地 0748-62-2811 

2571400692 Ａ２ 
甲賀市社協 ヘルパーステーショ

ンつちやま 
土山町北土山 1714 番地１ 0748-66-2733 

2571401070 Ａ２ 
訪問介護ステーション甲賀シル

バーケア豊壽園 
土山町北土山 1439－16 0748-66-8065 

2571400239 Ａ２ 
甲賀市社協 ヘルパーステーショ

ンこうか 
甲賀町大原中 886 番地 0748-88-4633 

2571400015 Ａ２ せせらぎ苑訪問介護サービス 甲南町葛木 855 0748-86-1020 

2571400197 Ａ２ 
甲賀市社協 ヘルパーステーショ

ンこうなん 
甲南町寺庄 960 0748-86-1033 

2571400767 Ａ２ 
JA ゆうハート 甲南ヘルパース

テーション 
甲南町杉谷 108 番地 3 0748-86-9000 

2571401005 Ａ２ ヘルパーステーションえがお 甲南町稗谷 1910-218 080-3790-9603

2571401062 Ａ２ 
ほねつぎ介護ヘルパーステーシ

ョン希望ヶ丘 

甲南町希望ケ丘本町 9 丁目 421-31 

2 階 
0748-86-2155 

2571400189 Ａ２ 
甲賀市社協 ヘルパーステーショ

ンしがらき 
信楽町長野 1252 0748-82-8055 

2571400841 Ａ２ 
JA ゆうハート 信楽ヘルパース

テーション 
信楽町柞原 793 番地 0748-70-3396 

 
〈 訪問型サービスＡ 〉 

事業所番号 ｺｰﾄﾞ 事業所名 事業所住所 事業所電話 

2571401005 Ａ３ ヘルパーステーションえがお 甲南町稗谷 1910-218 080-3790-9603

2571401070 Ａ３ 
訪問介護ステーション甲賀シル

バーケア豊壽園 
土山町北土山 1439－16 0748-66-8065 
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通所型サービス 
 
〈 通所型サービス（現行相当） 〉 
 

事業所番号 ｺｰﾄﾞ 事業所名 事業所住所 1 事業所電話 

2571400049 Ａ６ 兆生園デイサービスセンター 水口町今郷 1032 番地 25 0748-63-5691

2571400262 Ａ６ 甲賀市デイサービスセンター 水口町宇川 25 番地 0748-63-6080

2571400551 Ａ６ 碧水荘デイサービスセンター 水口町北内貴 307 0748-62-6841

2571400569 Ａ６ 
ＮＰＯみなくちデイサービスセンタ

ー サテライトなごみ 
水口町高塚 2－36 0748-63-5194

2571400569 Ａ６ 
ＮＰＯみなくちデイサービスセンタ

ー 
水口町京町 7 番 5 号 0748-62-2880

2571400700 Ａ６ がんばるステーション 水口町南林口 17 番地 0748-62-0263

2571400734 Ａ６ 花いちご 水口町北泉 2 丁目 71 番地 0748-63-1161

2571400775 Ａ６ デイサービス憩々 水口町北泉 2-84 0748-62-5552

2571400833 Ａ６ 樹の郷デイサービスセンター 水口町山 3309 0748-63-2900

2571400866 Ａ６ デイサービスあいむ水口 水口町北泉一丁目 138 番地 0748-62-2811

2571400981 Ａ６ レッツ倶楽部たかはし水口 水口町伴中山 3814 番地 2 0748-69-7155

2571401013 Ａ６ はとがひらデイサービスセンター 水口町水口 6837－5 0748-65-0066

2571401096 Ａ６ デイサービスまごころ 水口町山 3938－41 0748-63-5730

2571400148 Ａ６ 
デイサービスセンターエーデル土

山 
土山町北土山 2057 番地 0748-66-1911

2571400452 Ａ６ 
通所介護事業所 すずか山麓ぬ

くもりの家 
土山町黒川 981 番地 0748-68-8040

2571400973 Ａ６ デイサービスセンターたるみ 土山町頓宮 807－1 0748-60-1617

2571401070 Ａ６ 
通所介護センター甲賀シルバー

ケア豊壽園 
土山町北土山 479 番地 0748-66-8088

2571400155 Ａ６ 甲賀荘デイサービスセンター 甲賀町大原中 904 0748-88-5723

2571400288 Ａ６ デイサービスセンターすこやか荘 甲賀町大原中 355 0748-88-5245

2571400353 Ａ６ 
有限会社 ひだまり通所介護事

業所 
甲賀町大原上田 1583-2 0748-88-9131

2571400536 Ａ６ デイサービスセンター 四季の里 甲賀町隠岐 2177 番地 0748-88-8363

2571400809 Ａ６ デイサービスセンターささえ愛 甲賀町田堵野 516 番地 1 0748-88-5115
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事業所番号 ｺｰﾄﾞ 事業所名 事業所住所 1 事業所電話 

2571400015 Ａ６ せせらぎ苑デイサービスセンター 甲南町葛木 855 番地 0748-86-1022

2571400577 Ａ６ ひなたぼっこかつらぎ 甲南町葛木 397 番地 0748-86-8875

2571400668 Ａ６ 
ＪＡゆうハート 甲南デイサービス

センター 
甲南町杉谷 106 番地 0748-86-8588

2571400957 Ａ６ 懐かし処 いろり家 甲南町野尻 434 0748-86-4165

2571400031 Ａ６ 信楽荘デイサービスセンター 信楽町牧字小屋カイト 1159 0748-83-1313

2571400460 Ａ６ 
有限会社デイサービスひまわり

の家事業所 
信楽町長野 1437 番地 70 0748-83-1124

2571400643 Ａ６ コンシェルジュしがらき 信楽町長野 1532 番地 15 0748-82-4155

2571400841 Ａ６ 
ＪＡゆうハート ほそはらデイサー

ビスセンター 
信楽町柞原 793 番地 0748-70-3397

2571400924 Ａ６ デイサービス 楽々 信楽町長野 1390－4 0748-60-5460

2571401054 Ａ６ ＮＰＯしがらきデイセンター 信楽町江田 66 番地 4 0748-64-1021

2571401112 Ａ６ レッツ倶楽部たかはし信楽 信楽町牧 1520 番地 1 0748-60-7413
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〈 通所型サービスＡ 〉 

事業所番号 ｺｰﾄﾞ 事業所名 事業所住所 1 事業所電話 

2571400981 Ａ６ レッツ倶楽部たかはし水口 水口町伴中山 3814 番地 2 0748-69-7155 

2571400569 Ａ６ 
ＮＰＯみなくちデイサービスセンタ

ー サテライトなごみ 
水口町高塚 2－36 0748-63-5194 

2571400700 Ａ６ がんばるステーション 水口町南林口 17 番地 0748-62-0263 

2571401096 Ａ６ デイサービスまごころ 水口町山 3938－41 0748-63-5730 

2571400148 Ａ６ 
デイサービスセンターエーデル土

山 
土山町北土山 2057 番地 0748-66-1911 

2571400353 Ａ６ 
有限会社 ひだまり通所介護事

業所 
甲賀町大原上田 1583-2 0748-88-9131 

2571400015 Ａ６ せせらぎ苑デイサービスセンター 甲南町葛木 855 番地 0748-86-1022 

25A1401123 Ａ６ ひなたぼっこ げんき 甲南町希望ヶ丘 3 丁目 8－2 0748-70-2581 

25A1401131 Ａ６ 
ＪＡゆうハート リハステージすぎ

たに 
甲南町杉谷 108-3 0748-86-8588 

2571401054 Ａ６ ＮＰＯしがらきデイセンター 信楽町江田 66 番地 4 0748-64-1021 

2571401112 Ａ６ レッツ倶楽部たかはし信楽 信楽町牧 1520 番地 1 0748-60-7413 

 
〈 通所型サービスＣ 〉 

事業所番号 事業所名 事業所住所 1 事業所電話 

2571400981 レッツ倶楽部たかはし水口 水口町伴中山 3814 番地 2 0748-69-7155 

2571400148 デイサービスセンターエーデル土山 土山町北土山 2057 番地 0748-66-1911 
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